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移行期医療支援とは

出典：大阪府移行期医療支援センターホームページ 2
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移行期医療支援センターの設置状況 (令和６年９月現在）

設置状況 都道府県数 設置場所

設置済み １０

北海道：北海道医療センター
宮城県：宮城県立こども病院
埼玉県：埼玉県立小児医療センター
千葉県：千葉大学医学部附属病院
東京都：東京都立小児総合医療センター
神奈川県：かながわ県民センター
長野県：信州大学医学部附属病院
静岡県：静岡県立こども病院
大阪府：独立行政法人大阪府立病院機構大阪

母子医療センター
兵庫県：神戸大学医学部附属病院

出典：小児期発症慢性疾患をもつ患者のための移行期支援・
自立支援情報共有サイト

( http://transition-support.jp)
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移行期医療支援の課題

⚫ 小児期の診療科の医療機関と成人期の診療科の医療機関の連携が不
足していた

⚫ 小児慢性特定疾病の患者の診療について、成人期の医師が知識や臨
床経験を積む機会が限られている

⚫ 知的・発達障害を伴う小児慢性特定疾病の患者に対する対応が十分
ではない

⚫ 成人期は小児期と異なり複数診療科を受診する必要がある
⚫ 関係者による連携体制の構築が十分ではない
⚫ 移行期医療の普及啓発が十分ではない
⚫ 本人の疾病理解が足りていない
⚫ 親の小児医療機関への依存度が高い

参考：令和4年度難病等制度推進事業移行期医療支援体制実態
調査事業報告書（厚労省委託）より抜粋 5



愛媛県での移行期医療支援体制整備について

⚫ 令和5年度に厚生労働省の移行期医療支援体制実態調査にモデル
自治体として参画し、県内の有識者や県外のアドバイザーで構成す
る協議会で移行期医療支援体制について検討を行った。

＜今後の方向性＞
⚫ より多くの医師や医療機関の理解を得て、成人診療科に対して移行
期医療の必要性を周知するためには、地域の医療機関の院長や医師
会へ普及啓発を行うことが重要

⚫ 成人診療科の受け入れ体制や相談窓口の機能が十分ではないとい
う意見もあることから、まずは医療機関の実態把握や医療関係者に
対する普及啓発を行うため、難病診療連携地域拠点病院や難病医療
協力病院等を中心に移行期医療支援について協力をお願いしたい。
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１．調査目的

今後の難病医療提供体制を活用した移行期医療支援を検討するため、各医

療機関の移行期医療支援の実態を把握する

２．調査対象

各都道府県の「難病診療連携拠点病院」、「難病診療分野別拠点病院」、

「難病医療協力病院」の地域連携室または患者センターの担当者

（愛媛県：難病医療拠点病院及び協力医療機関 56機関）

３．内容

・移行期医療支援の取り組み状況

・移行期医療支援が必要な患者の紹介

・他機関との連携状況

・移行期医療支援における課題

令和6年度厚生労働省難病等制度推進事業：移行期医療支援体制
実態調査（医療機関向け）調 査 概 要（厚労省委託事業）

※調査結果については、令和7年4月以降に厚労省委託先
のPwCコンサルティング合同会社が報告書を掲載予定
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